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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年８月２６日（日） １２時５０分ごろ 

発生場所 神奈川県三浦市剱埼
つるぎさき

南南東方沖 

 剱埼灯台から真方位１５８°２,３７０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０７.３′ 東経１３９°４１.２′） 

事故調査の経過  平成２４年８月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ モーターボート Ｏｃｅａｎ
オ ー シ ャ ン

 Ｇｒａｃｅ
グ レ イ ス

 Ⅱ
ツー

、３.２トン 

   ２３５－４４５５６神奈川、個人所有 

   ６.６６ｍ（Lr）×２.５７ｍ×１.３９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１１０.３０kＷ、平成１５年８月 

Ｂ モーターボート 永田
な が た

三
さん

丸、５トン未満 

   ２３５－４１５６５神奈川、個人所有 

   ５.３３ｍ（Lr）×１.７６ｍ×０.６７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、２９.４２kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４６歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２０年９月５日 

    免許証交付日 平成２０年９月５日 

           （平成２５年９月４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６２歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１２年３月１６日 

    免許証交付日 平成２１年６月８日 

           （平成２７年３月１５日まで有効） 

同乗者Ｂ１ 男性 ４８歳 

同乗者Ｂ２ 男性 ６６歳 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ３人（船長Ｂ、同乗者Ｂ１及び同乗者Ｂ２） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 両舷中央部に亀裂及び擦過傷 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、剱埼南南東

方沖を約１５～１８ノットの速力で手動操舵により、釣り場に向けて

東北東進中、船長Ａが、右舷側の操縦席で操船していたところ、平成

２４年８月２６日１２時５０分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船側

部とが衝突し、Ａ船がＢ船に乗り上がった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂ１及び同乗者Ｂ２を乗

せ、剱埼南南東方沖において、船首を南東方に向け、船首からパラシ

ュート型シーアンカーを投入し、漂泊して釣り中、船長Ｂが、右舷船

尾で釣りをしながら、右舷方約４００ｍに接近するＡ船を認めて監視

し、Ｂ船との距離が約１００ｍになってもＢ船を避ける様子がないの

で、立ち上がって大声を出して手を振ったが、Ａ船とＢ船とが衝突し

た。 

 船長Ａは、衝撃で衝突したことを知り、海に投げ出された船長Ｂ及

びＢ船の同乗者を救助し、警察に通報した。 

Ａ船は、自力で帰り、Ｂ船は、来援した船長Ｂの知人の遊漁船によ

ってＡ船が引き下ろされた後に転覆し、転覆した状態で同遊漁船によ

り、三浦市間口漁港にえい
．．

航された。 

船長Ｂ及び同乗者２人は、病院に搬送され、船長Ｂが、頸
けい

椎
つい

捻挫及

び腰椎捻挫、同乗者Ｂ１が、頸椎捻挫、腰部挫傷及び右肩挫傷、同乗

者Ｂ２が、頸椎捻挫及び腰椎捻挫と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、前路に小さな船はいないものと思っていた。 

 船長Ａは、左舷側にいた同乗者との会話に集中していた。 

Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、剱埼南南東方沖を東北東進中、船長Ａが、前路に小さな船

はいないものと思い、同乗者との会話に意識を集中していたことか

ら、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、剱埼南南東方沖でパラシュート型シーアンカーを投入し、

漂泊して釣り中、船長Ｂが、Ｂ船に接近するＡ船を認めて監視を行

い、Ａ船がＢ船を避けることなく接近するので、発声して手を振り、

注意喚起を行ったが、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、剱埼南南東方沖において、Ａ船が東北東進中、Ｂ船がパ

ラシュート型シーアンカーを投入し、漂泊して釣り中、船長Ａが、前

路に小さな船はいないものと思い、同乗者との会話に意識を集中して

いたため、Ｂ船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したもの
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と考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時、見張りを適切に行うこと。 

 ・他船が衝突の虞がある態勢で接近することを認めた際は、衝突を

避けるための動作をとること。 

 


